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交通事故による損失

※ 交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究（内閣府：平成１９年３月）

内閣府では，平成２２年度及び２３年度において，交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査検討委
員会を開催し，交通事故による損失額を算定した。結果概要は以下のとおり。

１．交通事故による損失の算定範囲

算定の範囲は，１年間の交通事故によって生じる金銭的損失及び非金銭的損失である。
金銭的損失は，逸失利益，治療関係費及び慰謝料等の人的損失のほか，車両・構築物の修理費等の物的

損失，就業不能による付加価値額低下等の事業主体の損失，交通事故に係る救急搬送費用，警察の事故処
理費用，裁判費用，保険運営費用及び渋滞の損失等の各種公的機関等の損失を対象範囲として算定した。
非金銭的損失は，交通事故による痛み，苦しみ，生活の質の低下及び生活の喜びを享受できなくなるこ

と等の非金銭的な損失のうち，被害者本人の死亡に係る損失（死亡損失）及び負傷に係る損失（負傷損失）
を対象範囲として算定した。

２．交通事故による損失の総額

交通事故による損失は，総額で６．３３兆円，GDP比で１．３％と算定された（第１図）。
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第１図 交通事故による損失（単位：十億円）

注 本調査は平成２１年度時点のデータに基づき算定。

ア 金銭的損失
金銭的損失は総額で３．９７兆円と算定され
た。このうち，人的損失が１．３６兆円（２１％），
物的損失が１．７１兆円（２７％），事業主体の損
失が０．０８兆円（１％），各種公的機関等の損
失が０．８３兆円（１３％）である。

イ 死亡損失
以前の内閣府調査※で算定した１名当たり

死亡損失額に，国民経済計算における年度デ
フレータを用いた時点補正を行った値を基礎
値として算定した。この結果，死亡損失は総
額で１．５１兆円と算定された。
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第２図 １名当たりの交通事故による損失（単位：万円）

注 負傷Ｑ…自動車損害賠償保障法施行令別表第一に定める等級及び別表第二に定める第一級に相当する後遺障害の残る負傷
負傷Ｏ…自動車損害賠償保障法施行令別表第二に定める第十級から第十四級に相当する後遺障害の残る負傷

ウ 負傷損失
負傷損失については症状によって２種類の方法で算定している。比較的重度な症状については，スタン

ダード・ギャンブル法によるアンケート調査（交通事故に遭い，通常の治療であれば長期間の入院と重い
後遺症が残る症状について，死亡かすぐに完治かの二択となる特別な治療を受けるギャンブルを行う成功
確率を確認するもの）を基に算定し，比較的軽度な症状については仮想市場評価法によるアンケート調査
（交通事故で負傷した際，すぐに完治することができる特別な治療を受ける場合に支払う治療費に対する
支払意思額※を確認するもの）を基に算定している。この結果，負傷損失は総額で０．８５兆円と算定された。

３．１名当たりの交通事故による損失額

死亡，後遺障害，傷害の１名当たりの損失額を算定すると，それぞれ２．４４億円，１，８２４万円，１８５万円と
なった。なお，後遺障害の損失額は軽度から重度までの障害等級の全体平均となっているが，負傷損失に
ついては後遺障害等級の重さ等からいくつかの負傷区分を区切って算定しているところであり，それぞれ
の負傷区分での１人当たりの損失額を算定すると１，０９６万円から２．０２億円までの範囲が存在する（第２図）。

※ 政策などによる状態の改善に対して最大限支払ってもよいと考える金額。


